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１．私の考える飲酒とは 

（１）文化として 生活に密着 茶道の中の酒 
（２）飲酒に関しての印象の変容  

４０年前 女性の飲酒は恥ずかしいもの 
宴会の会費の差 
女性の社会進出に伴い飲酒の機会と量の増加 
広告に女性が目立つ 

（３）海外での経験 
① カナダ  保護者との話し合い 多くの移民とその飲酒カルチャーの尊重 
② ギリシャ 大勢で賑やかな飲み方 アルコール中毒者はいないとか 

 
２．消費者の意識と理解度について 

（１）消費科学センターでのアンケート「食品表示」 
（２）世田谷区消費生活課区民講師「ひとえの会」の活動を通して 

① 出前講座を行ってきてわかったこと 
・ 「糖分」・・・炭水化物 
・ 「塩分」・・・ナトリウム→食塩相当量〈計算の必要がなくなった〉 
・ 「食事バランスガイド」・・・嗜好品としてのお酒 BMI 

② 東京都食育フェアでの活動 糖度計を使って 
（３）知識の啓発、情報収集により、自分で選ぶ力をつけ、意識の向上 
（４）消費者庁食品ロス削減対策  

宴会・パーティ 残さず食べよう３０１０運動 
（５）周知の困難性 読み取る力、正しく理解してもらうこと 

 
３．ガイドラインに期待したいこと 

（１）エビデンスに基づく正確な情報、わかり易く、実行しやすく、広く周知を 
（２）健康日本２１を基本に 
（３）自治体の特定検診の時の質問事項 わかり易い→医師のチェック 
（４）マナーの確立と周知 少しずつでも意識することから始まるのでは 
（５）わかり易さになるか 「ｇ」について 
（６）性の違い、若年のリスクのエビデンス 
（７）妊娠前からの注意 
（８）飲んではいけない場合の徹底  
（９）逃避の道具ではない 
（10）各人のマイペースの順守 
（11）飲酒慣習の変容  
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４．ガイドラインの広報について 

（１）先ずは自分の体を守るために自分の体質を知り、リスクを考慮する指導 
（２）機会を設けて、パッチテスト 大学入学時、成人式など 
（３）言葉の検討 「飲み会」を辞めよう、新しい言葉を公募する 
（４）標語の募集→広報につながる 
（５）ハイティーンの現状と意識とは 
（６）高校の教科書 
（７）大学での周知 
（８）駅のトイレなどにカード（多量飲酒のリスクを意識させる）を置く 
（９）ノンアルコール飲料の利用の勧め→嗜好品のバリアフリー化 
（10）公益社団法人アルコール健康医学協会 パンフレットなど 

      https://www.arukenkyo.or.jp/book/all/book̲p.html 
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